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  ・構成メンバー 

   ①加盟団体から選出された委員（規則第３条１） 

②外部の学識経験者（規則第３条１） 

 ③事案審理で必要があると認められた学識経験者（規則第４条６） 

 
 
企業倫理委員会開催 （規則第 4条） 

                                      
 

    ＜違反がなかった場合＞       ＜違反があった場合＞ 
 

   ・当該企業へ違反事実なしの報告 
                 
       違反是正の決定（審議結果）（違反是正規定第 3 条）       
  

 
                    ・理事会への報告と承認 

・当該企業への是正通知（当該団体にも通知する） 

・当該企業への改善報告の依頼 
 

 

企業倫理委員会招集（規則第 4 条）

当事者間解決が 

必要な場合 

企業倫理委員会での 

審査が必要な場合 

受理 

ヒアリング 

＜医機連 事務局 受付窓口＞ 

  受理可否の決定    (企業倫理委員会)          

 

 

 当事者解決 

   他機関へ申立て 

差し戻し 

当該業界団体

 苦情申立て等   

受理しない 

          


